
現行の制度的課題を解決する

5



障害保健福祉に係る市町村、都道府県、国の役割分担（案）

久 ヽ〇全国的な障害保健福祉サービスの向上

一制度の枠組み整備、障害保健福祉基本指針•障害保健福祉プランの策定

〇 財政的な支援等一都道府県間の格差調整、人材育成支援等

〇都道府県内のサービス提供体制の計画的整備

-都道府県障害保健福祉計画の策定

〇 広域的•専門的な支援

-障害保健福祉圏域等の広域的な住居支援、精神科救急体制整備等 

〇財政的な支援等一市町村間の格差調整、人材育成等

〇福祉サービスを

市
町
村

（都道府県から事務移讓）

精神障害者社会復帰施設に関する事務

福祉工場（身体■知的）に関する事務

障害児施設の措置事務

〇ニーズを把握し計画的にサービスを提供（事業者を活用）

広域連合; 

の活用 !

一市町村障害保健福祉計画の策定



障害保健福祉サービスの計画的な整備手法（案）

国（障害保健福祉サービスの基盤整備に関する基本指針）

・都道府県及び市町村の指針の提示

市町村（市町村障害保健福祉計画）

・市町村内の障害者の状況とニーズの把握

・各年度に確保すべきサービスの量の目標の設定

都道府県（都道府県障害保健福祉計画）
・市町村のニーズの集約一都道府県内の障害者の状況とニーズの把握 

（都道府県内のサービス格差の是正）

・必要なサービス提供体制の確保のための方策

•障害者の相談支援を担当する人材の養成研修の実施計画

・精神障害者の退院促進のための実施計画

・精神科救急体制の整備計画

国の障害保健福祉プラン

※市町村と都道府県の計画は、障害者基本法に基づく障害者計画と一体のものとして策定。



8

障害者の相談支援体制（案）

〇 相談支援事篥にづいては、施設整備等を伴わないものを念頭に、各法律に位置付け、都道府 
県、市町村が委託できるような法的整理を行う。（中立性に配慮）

〇 相談支援の内容等は次のようなものとする。
• 生活全般のソーシャルワーク等の総合的なもの
・ 福祉サービス等の利用決定に係るもの（利用計画案の作成）

憑W腹逖侈塲綴織魏喙滋縱怒鶴勰桃魏游觴坯蹲黝1滅〇^ 沁谿澎期粥滋濒瞬溯魏懈蹶・勞徹嘶翳瞬磁耀鱷邂總耀鷹M嘻鞠瞬;臓藏簡綁〇频!爛灘臓齣.数灘孵毀斃融履

都道府県（全域）》

都道府県 

の役割

〇 専門判定機関により、障害者の状態の判断等各種相談支援事業者のスーパーバイズを行う。 
〇 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの機能再編や職種の 
必置規制の見直し、判定の標準化等を実施する。

____ _ ____ …

《都道府県（障害保健福祉圏 I

市町村の 

役割

亘町村（全域2

〇 市町村単位の相談支援事業者のスーパーバイズ、住宅入居支援等の広域的なサービス提供、 

危機介入等の専門性の高い案件への対応等を行う。
相談支援事業者の中から、圏域の中核となる事業者となるような者に都道府県が委託。

谿^3 卿^^^^^^倔^^^^^^嫌^^

_____\Z______________________________
、射 •

〇市町村単位に相談支援機能（市町村又は民間の相談支援事業者）を確保。
〇 実施主体である市町村の委託に基づき、事業者は、ソーシャルワーク的業務等を実施。

ゝ.-;:….........

《市町村（生活圏域）》

〇 支援を必要とする障害者の把握、プライマリー的な相談、事後的なモニタリング等を中心と 
するコミュニティーワーク機能として位置づける。



サービス利用決定手続き

（利用者 （相談支援事業者〕 （市町村〕

一 ---------►・審査会■都道府県

------- -------- の専門機関

” 支給決定
' \____________ _____________丿

サービス利用へI

V



利用決定後のサービス利用の流れ

〇

相談支援事業者 〔市町村］（利用者〕

自立支援計画! 

作成の依頼※

厂 ヽ

•自立支援計画（※※［の作成 

•サービス利用のあっせん・調 
整•契約援助

サービス利用 

開始

モニタリング

V

※複数のサービスの利用が必要な者、長期入所•入院から地域生活に移行する者など 

計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象とする。

※※就労支援、教育、インフォーマルサービスを含む計画とする。



※負担上限の該当の有無は、各サービスに係る負担額の合計で計算する。



各制度の利用者負担の現状

〇 在宅サービス利用者の多数の者について利用者負担がないほか、他制度と比較すると、同程度の所得水準でも利用者負担限度額が低くなっている。 

〇 福祉サービス利用者には、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の割合が多い。

〇ホームヘルプは所得階層と利用時間で負担額が決まるが、支援費制度については比較的短時間の利用で該当する負担上限額が設定されている。

多数該当とは、同一世帯で直近12ヶ月に高額医療費の支給月数が3ヶ月以上ある場合、4ヶ月目から自己負担限度額が軽減されるもの。

彖2医療費の1%については、制度別等に医療費から一定額を控除して計算（老人保健制度361,500円、健康保険制度241,000又は466,000円）。

※彳 老人保健制度においては平成14年1〇月より負担上限を引き上げ、健康保険制度においては平成15年度より窓口負担を2割から3割に引き上げた。

min綸踽! 
心せ窪滴觀跚渤鹼翠!

”盘腿湖戚®H轍翻蹄贓

支援費制度. 精神障害者, 介護保険制度 老人保健制度 

（1割又は2割） 

（下線Iま多数該当※1）

:健康葆障制度

（2劑文は3割） 

（下線は多数該当※1）
（4^-7ム入ルプ） （ホー・厶ヘルプ） （1割） ：

「［お”為幽囱曲憾凝潮
金額（円） 分布（％） 金額（円） 分布（％） 金額（円） 分布（％） 金額（円） 分布（％） 金額（円） 分布（％）

"性漏 〇 18 〇 42 15,000 2
15,000 15

35,400
(24,600)

一
市町护 

民税・ 

非課税I

IBB

〇 77 〇

51

24,600 29
24,600 16

・芳本為際税;; 43

40,200

課税所得 

124万以上
72,300

十

医療費1% 
滋2）

（40,200）

57

12

「匕
所得税 

非課税］

—g

市町村;民税のうち. 

均等割1のみ課税

1,100
（30分あたり50円）

2 〇

37,200 26

72,300
+ 

医療費1% 
钦2) 

(40,200)

月収56万以上
139,800

+ 

医療費1% 
欲2) 

(77,700)

一

1,600
（30分あたり100円）

彌哪刪瀾

:冲爲心わ 

「陷总駕嘔

2,200
（30分あたり150円）

1
全額

3

時間当たり負担 

額X利用時間数

時間当たり負担額 

は、所得税額に応 

じ 250-950 円

7

1.3%(H15) 1.5%(H15) 10.3%(食費込-H14) 8.7%(食費込・H14)※彳 20.6%(食費込・H13)探3



入所施設の負担の状況 j 見直しの方向性

経費の内訳 身体障害者 知的障害者

廳能

•Mia
応能 

，負®.

直接サービス費

（人件費等）

•.,敝亂. 

瞬 

抵瀏

居住費

生活費 

一食費 ~

し日用品費等」

医療費（自己負担分）

-*• A

支援費 

一人平均 

306干円
/月

支援費 

一人平均 

273千円
/月

瞬

Z 人 

希敢

晋曹

公費補助

探1 一部を更生医療でカバー 

探2 一部を通院公費でカバー

1）と同様の応益負 

担の仕組みとする。

鮒臓剥朋負魁 
■■・麟巒曲 
艙・聯巍囂務镰

脚齟負ia

※負担能力が乏しい者の食 , 

費•施設利用料については 

配慮措置を検討。 ノ



各制度の利用者負担の上限の現状（入所・入院）

二

,身体障含者本人:’

' ,入所施設

知的障害者本人，

入所施設

T 外讖腿制度い 

-割負担（数字は上限額） 

+食費の標準負担額

1割又は2:割'（蛟字は上限額）

+食費の標準負担額

健康保険制度

2割又は3割（数字は上限額） 

+食費の標準負担額

金額（円）
分布

（%）
金額（円）

分布

（%）
金額（円）

分布

（%）
金額（円）

分布

（%）
金額（円）

分布

（%）

〇 7 〇 0.6
15,000 +

300X入所日数
24,600
+

500 x入所日数

2

29

43

課税

〇

冬 

更生•授産 

53,000 
（入所3年 

未満は 

32,00〇）

療護 

96,000

〇

冬 

更生•授産 

53,000 
（入所3年 

未満は 

32,00〇）

37,200
+

780 x入所日数
26

15,000 +
300 x入院日数

24,600+
500(650) x A院日数※1

40,200
+

780x入院日数

15

16

57

35,400
+

500(650) x入院日数※1

ー制，沁乌 
バ宀は 
・一/懈机劇;
垂融^重う

課税所得

124万以上 

72,300
+

医療費1%（沫2） 
+

780X入院日数
（40,200）

12

9.2%(H15) 11.8%(H15) 10.3%(食費込-H14) 8.7% (食費込-H14)※彳

72,300

+

医療費1%(探2)
+

780x入院日数
(40,200)

月収56万以上 

139,800
+

医療費1%(探2)
+

780x入院日数
(77,700) J_

20.6% (食費込・H13)※彳

探1500円は直近1年間の入院期間が90日超の場合であり、650円は直近1年間の入院期間が90日以下の場合である。

探2医療費の1%については、制度別等に医療費から一定額を控除して計算（老人保健制度361,500円、健康保険制度241,000又は466,000円）。 

探3老人保健制度においては平成14年10月より負担上限を弓|き上げ、健康保険制度においては平成15年度より窓口負担を2割から3割に引き上げた。



本人負担と扶養義務者負担

冷

公費 9 8. 5%

在宅（ホームヘルプ）
施設（身体・知的障害者）

身体•知的障害者 精神障害者

扶養 

義務者 

の範囲

利用者が2 〇 
歳以上の場合

支給決定の際に同一世帯•同一生計にあ 

る配偶者及び子のうち最多納税者

利用者本人の属する世帯における 

生計中心者

支給決定の際に同一世帯•同一生計にある 

配偶者及び子のうち最多納税者

利用者が2 〇 

歳未満の場合

支給決定の際に同一世帯・同一生計にあ 

る配偶者、父母及び子のうち最多納税者

支給決定の際に同一世帯•同一生計にある 

配偶者、父母及び子のうち最多納税者

公費 8 9・ 〇%公費 98. 7%
負担率（マクロ）

負 

担 

し 

て 

い 

る 

者 

の 

割

生活

本人

扶養 

義務者

利用者負担分1. 
一本人 〇・

扶養義務者1-

3%

2%
1 %

.利用者負担分 1. 
一本人 〇・

J扶養義務者〇・

5%

7 3 5%
7 6 5%

利用者負担分1 

一本人 1
-扶養義務者

1.
〇.

〇・

〇%

4 5%

5 5%

生活保護受給者42%

所得税非課税者51%

呆護受給者18% 市町村民税非課税者? 7%

自己負担なし9 5%

自己負担なし9 3%

生活保護受給者2% 前年収入27万円以下8%

自己負担なし1〇％

自己負担なし46% 自己負担なし41%

活保護受給者6%、市町村民税非課税者4 0% 生活保護受給者4% 市町村民税非課税者3 7 %

探

探

探

ホームヘルプについて、負担率及び負担している者の割合は、身体•知的障害者については平成15年4月における64市町村の実 

績値、精神障害者については平成16年3月における5 7市町村の実績値による。

施設について、負担率及び負担している者の割合は平成15年7月の全国実績値により、利用者負担額には入所3年以上の知的障害 

者の扶養義務者負担分を含んでいない。

精神障害者の施設については、扶養義務者に負担を求めることとされていない。



の仕組み
崂蹴剽歎粗乳诃M屈皿附就泄片、期ね训:就':;'』「册惻®.帥呷;怡临朋卿;隔许代汕咖帆'”、敲履的冷护心胡祸曲加惱皿;.;・恂卿小皿細帥;妙粘世曲山也灿脚曲川肌皿窗妙矗呼秋亂 他也:,“;”;:和姑也炯;册沁脚側处啦1i血;味沁忠勺起曲曲碌皿沖・:']

精神障害者 結核患者 難病患者 育成医療 更生医療

目的 精神障害者に対する 

入院医療及び通院 

医療の給付

結核患者に対する 

適正な医療の給付

難病のうち、特定疾患に 

関する医療の確立、普 

及を図るとともに、患者 

の医療費の負担軽減を 

図る 一

身体に障害のある児童 

に対し、生活の能力を得 

るために必要な医療を 

給付

身体障害者が更生の 

ために必要とする医療 

の給付

給付 

対象

1都道府県知事が 
行った入院措置（法 

第29条及び第29条 

の2）の対象となった 

患者の医療

2精神障害及び精 

神障害に付随する軽 

易な傷病に対して入 

院しないで行われる 

医療

1診察

2薬剤又は治療 

材料の支給

3医学的処置、手 

術及びその他の治 

療

4居宅における療 

養上の管理及ぴそ 

の療養に伴う世話 

その他の看護

5病院又は診療 

所への入院及びそ 

の療養に伴う世話 

その他の看護

6移送

1特定疾患に係る医療 
保険各法又は老人保健 

法の規定による医療 

2特定疾患に係る介護 

保険法の規定による訪 

問看護、訪問リハビリテー 

ション及び居宅療養管 

理指導又は指定介護療 

養施設サービス

1診察

2薬剤又は治療材料 

の支給

3医学的処置、手術及 
びその他の治療並びに 

施術

4居宅における療養上

伴う世話その他の看護

5病院又は診療所へ 
の入院及びその療養に 
伴う世話その施の看護

6移送

1診察

2薬剤又は治療材料 

の支給

3医学的処置、手術 

及びその他の治療並 

びに施術

4居宅における療養 

上の管理及びその療 

養に伴う世話その他の 

看護

5病院又は診療所へ 

の入院及びその療養 

に伴う世話その他の看 

護

6移送

負担 （入院）所得税150 
万超の場合月額2万 

円

（通院）医療費の5%

医療費の5% 所得税額に応じた自己 

負担有り

所得税額に応じた自己 

負担有り

所得税額に応じた自己 

負担有り

指定医 

療機関 

制度

入院については有り 

通院については無し

有り 都道府県が特定疾患治 

療研究事業の委託契約 

を締結した医療機関

有り 有り



障害に係る公費負担医療の仕組みと現状

I精神障害者通院公費 n更生医療、育成医療

1

一般

老人

保険給付7割

保険給付9割 患者負担

：0;活割】

3割
厂 ヽ

一般 保険給付7割 ■■
応能負担

老人 保険給付g割
■

応能負担

一件当たり平均医療費（月額）

精神障害者通院公費 約3.1万円（平成15年）

更生医療 約41.6万円（平成14年）

育成医療 約43.2万円（平成15年）



障害に係る公費負担医療の見直しの考え方

精神障害者通院公費、更生医療等について、医療保険制度を補完する仕組みとして、

〇 給付対象者を①負担能力の乏しい者、②重度で継続して医療費負担の発生する者等に重点化。

〇 障害者福祉サービスや医療保険制度等と均衡のとれた、応益的な負担と一定の負担上限を導入。

〇 入院患者の食費については自己負担とし、負担能力のない者については、配慮措置を検討。

〇精神障害者通院公費については、他制度と同様に指定医療機関制度を導入。

00

I給付対象者

所得

n利用者負担

① 経済的理由から、十分な治療を受けずに障害 

が固定化するおそれのあるグループ（継続）

②重度で継続的に医療費負担が毎月発生し 、 

家計に対し大きな影響を与えるグループ（継続）

③一定所得以上の者については 、医療保険に 

よる対応とすることとし、給付の対象外

④その他の者については 、これまでの給付実績 

を踏まえ、受診開始から一定期間給付の対象 
（医療費の大きさにより、実際に給付されない場合あり）

医療費



各制度の利用者負担の比較（公費負担医療等）

500円は直近1年間の入院期間が9 〇日間超の場合でありヽ650円は直近1年間の入院期間が9 〇日以下の場合である。

沁 医療費の1%については、制度別等に医療費から一定額を控除して計算。（老人保険制度361,500円、健康保険制度241,000円又は466,000円） 

※彳老人保健制度においては平成14年10月より負担上限を引き上げ、健康保険制度においては平成15年度より窓口負担を2割から3割に引き上げた。

.ハ;:*:‘:必扣

‘:二…":「;匸”ヽド:用Ji";•肩 
■ ］「• ’：m:ゝ:・门门护勺口

精神障害者通院 

公費（平成15年 

,度月平均受診者

数;約76万人）

更生医療

（平成15年度受給者; 

約83万人）

……「"一;”;「ヽ：〕

育成医療 

（平成15年度受給者;

約5万人）

健康保険制度 老人保健制度 '

2割又は3割’ 

（数字は上限額） 

+食費の標準負担額

1割又は2割（数字は上限額） 

+食費の標準負担額

•区分, 金額（円）
分布

（%）

金額（円）

（下線は通院の場合）

分布

（%）

金額（円）

（下線は通院の場合）

分布

（%）
金額（円） 金額（円）

分布

（%）

生活保護受給等;’

医療費 

の5%
（月額 

負担は 

医療保 

険で対 

応）

—

〇 33.9

〇 0.5
35,400

+
500(650) x入院日数※1

15,000+
300 x入院日数

15

市町村民税

非課税

世带非囲 2,200
(1,100)

10.0
24,600+

500(650)x入院日数※1
16

本人非課税
40,200

+
780 x入院日数

課税所得124万以上

72,300
+ 

医療費1%戾2）
+

780 x入院日数
（40,200）

57

12

所得税 

非課税

市町村民税のう 

ち均等割のみ課

「税し-?:-;-

4,500
(2,250)

10.4
4,500

(2,250)
5.9

72,300
+

医療費1%滋2) 
+

780 x入院日数

(40,200)

月収56万以上
139,800

+
医療費1%欲2)

+
780 x入院日数(77,700)

市町村民税のう 

ち所得割課税”

5,800
(2,900)

5.2
5,800

(2,900)
7.0

課税

6,900
(3.450) 

冬 

全額

50.5
6,900

(3,450)

全額

76.5

実効負担率 ・

（平成i 5年度）
5% 0.8%(食費込・H14) 13.5% (食費込・H15)

20.6%
(食費込-H13)※彳

8.7%
(食費込・H14)※彳



政令市•中核市

現行

兀區し侯
（案）

支援費等
国1/2

市1/2

精神

障害保健福祉サ

居宅

市

国1/2

県1/4 
市1/4

)

町村

国!/2

県1/4 
町村1/4

町村市政令市

国1/2 国1/2 国1/2

市1/2 県1/4 県1/4
市1/4 町村1/4

ビスの負担構造 )
政令市•中核市

（施設）

町村 町村

（福祉事務所あり）（福祉事務所なし;市

国1/2, 国1/2 国1/2 国1/2
更生施設等

福祉工場

市1/2 市1/2 町村1/2

政令市・中核市

国1/2

市1/2

市 町村

国1/2 国1/2

県1/2 県1ノ2

町村市

社会復帰施設

政令市

国1/2 国レ2 国1/2

市1/2 県1/2 県1/2

（一元化）

一律支弁 調整交付 （参考）介護保険

国

都道府県

市町村

県1/8

市1/8

保険料

1/2

国'1 ノ4

_県1/4一 

町村1/4



律支弁の国費



の計算イメ

国は、標準的な費用を基礎として算定 

した額を上限とし、実際にかかった費用 

の一定割合を負担

上限=障害程度区分のX利用者数 

i 標準的な費用

障害程度□
障害程度皿—|



調整交付金による調整



①重度者調整

2
3

調整交付金の

重度障害者数が全国平均を超えて偏在す 
る地域に対して地方負担部分を調整

人数

標
準
的
な
費
用

一律国庫負担■■ 4

調整対象

A地域の実際の重度障害者数

V



計算イ メ

②サービス提供が遅れている地域の支援

サービス提供が遅れている地域が、サー 
ビスを全国平均を超えて伸ばした場合に 
地方負担部分を調整

B地域 
（全国平均以下）

前年 X%

全国平均

力
今年
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